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13年
広
島
県
警
察
本
部
告
示
第
７
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。

第
２
条
に
次
の
１
号
を
加
え
る

。

�
発
注
す
る
業
務
委
託
ご
と
の
予
定
価
格

第
５
条
中
｢総
務
部
施
設
課
｣
を
｢広
島
県
警
察
情
報
公
開
セ
ン
タ

ー｣
に
改
め
る

。

第
６
条
第
１
項
中
｢第
２
条
第
１
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
あ
っ
て
は
指
名
通
知
の
日
か
ら

、

同
条
第
２
号
｣
を
｢第
２
条
第
１
号
及
び
第
２
号
｣
に�

｢同
条
第
３
号
｣
を
｢同
条
第
３
号
及
び
第
４
号
｣

に
改
め�

同
条
第
２
項
中
｢所
属
会
計
年
度
の
翌
会
計
年
度
の
４
月
１
日
か
ら
起
算
し
て

、５
年
が
経
過
す

る
日
｣
を
｢属
す
る
年
度
及
び
そ
の
翌
年
度
｣
に
改
め�

同
条
第
３
項
中
｢午
前
８
時

30分
か
ら
午
後
５
時

15分
ま
で
｣
を
｢午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
｣
に
改
め
る

。

第
９
条
を
削
り�

第
10条

を
第
９
条
と
し�

第
11条

を
第

10条
と
し�

第
12条

を
第

11条
と
す
る

。

附
則

(施
行
期
日
)

１
こ
の
告
示
は�

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

。

(経
過
措
置
)

２
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
第
６
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

閲
覧
に
供
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は�

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず�

な
お
従
前

の
例
に
よ
る

。
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